
 

1 

本 原 原 発 第 ８ 号 

令和５年６月１９日 

 

原子力規制委員会  殿  

 

名古屋市東区東新町１番地 

中部電力株式会社  

代表取締役社長 

社長執行役員 三田敏

雄  

 

 

 

 

浜 岡 原 子 力 発 電 所 原 子 炉 施 設 保 安 規 定  

変 更 認 可 申 請 書  
 

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４

第１項の規定に基づき，下記のとおり浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定

の変更認可を申請致します。 

 

 

記 

 

 

１．変更の内容 

 昭和４９年５月２７日付け４９原第４７１９号で認可を受け，別表のとおり 

変更認可を受けた浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定について，別添（１）

「浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編）」の変更

後欄のとおり変更する。（ただし，下線及び変更箇所表示部は含まない。） 

 

  

林  欣吾  
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２．変更の理由 

（１）浜岡原子力発電所１号原子炉廃止措置計画変更認可申請書及び浜岡原子力発

電所２号原子炉廃止措置計画変更認可申請書の反映による変更 

「浜岡原子力発電所１号原子炉廃止措置計画変更認可申請書」及び「浜岡原

子力発電所２号原子炉廃止措置計画変更認可申請書」（以下，「廃止措置計画

変更認可申請書」という。）について，原子炉領域の解体撤去工程の変更及

び原子炉領域周辺設備の解体撤去計画の変更のため，令和５年３月１３日付

け本原浜岡発第１０６号及び本原浜岡発第１０７号をもって変更認可を申請し

た。 

これらの廃止措置計画変更認可申請書の反映のため，関連条文及び添付を変

更する。 

（変更する条文及び添付） 

・第２編第１５条（工事の計画及び実施） 

・第２編第１５条の２（不燃性雑固体廃棄物の保管区域の設定） 

・第２編第４３条（放射性気体廃棄物の管理） 

・第２編添付－１（保管区域図） 

 

３．施行期日 

本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，令和５年３月１３日付け

本原浜岡発第１０６号をもって変更認可を申請した浜岡原子力発電所１号原子

炉廃止措置計画変更認可申請書及び本原浜岡発第１０７号をもって変更認可を

申請した浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画変更認可申請書について，

原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

以 上 
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浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 認可年月日 認可番号 

１ 昭和５０年７月１５日 ５０原第６０３１号 

２ 昭和５０年１０月１５日 ５０原第８０８５号 

３ 昭和５１年６月１日 ５１安第３２３８号 

４ 昭和５１年１２月１３日 ５１安（原規）第１８６号 

５ 昭和５２年５月３１日 ５２安（原規）第１３４号 

６ 昭和５２年１０月３日 ５２安（原規）第２７０号 

７ 昭和５３年１月２６日  ５３安（原規）第１６号 

８ 昭和５４年７月１０日 ５４資庁第８３４８号 

９ 昭和５４年９月６日 ５４資庁第９９８９号 

１０ 昭和５４年１０月２２日 ５４資庁第１２０９７号 

１１ 昭和５４年１２月８日 ５４資庁第１５９３１号 

１２ 昭和５５年５月６日 ５５資庁第４９４０号 

１３ 昭和５５年８月５日 ５５資庁第９５２８号 

１４ 昭和５５年８月２９日 ５５資庁第１０６０２号 

１５ 昭和５６年３月３０日 ５６資庁第２６６２号 

１６ 昭和５６年６月１９日 ５６資庁第７４４４号 

１７ 昭和５６年８月２０日 ５６資庁第１０４４８号 

１８ 昭和５７年２月２６日 ５７資庁第２５３０号 

１９ 昭和５７年７月３１日 ５７資庁第１０８８１号 

２０ 昭和５８年８月２９日 ５８資庁第１１２１７号 

２１ 昭和５９年５月１８日 ５９資庁第４７６５号 

２２ 昭和５９年８月１７日 ５９資庁第１０１９２号 

２３ 昭和５９年１２月１０日 ５９資庁第１３４４９号 

２４ 昭和６０年５月１日 ６０資庁第４６７９号 

２５ 昭和６０年７月２５日 ６０資庁第８８８９号 

２６ 昭和６１年１０月１５日 ６１資庁第１１６４５号 

２７ 昭和６２年６月２９日 ６２資庁第８２０６号 

２８ 昭和６２年８月２５日 ６２資庁第１０２６５号 

２９ 昭和６３年２月４日 ６２資庁第１６３３４号 

３０ 昭和６３年４月６日 ６３資庁第２５００号 

３１ 平成元年３月３１日 元資庁第３５００号 

３２ 平成２年３月２３日 ２資庁第１８７８号 

３３ 平成２年９月２５日 ２資庁第９８２０号 

３４ 平成３年１月１７日 ２資庁第１４５２６号 

３５ 平成４年５月１３日 ４資庁第５７１９号 

３６ 平成４年１１月６日 ４資庁第１２０３０号 

３７ 平成５年６月２５日 ５資庁第７２４５号 

３８ 平成６年１月１９日 ５資庁第１３４９１号 

３９ 平成６年９月２６日 ６資庁第１０２３３号 

４０ 平成７年１０月２３日 ７資庁第１２０６９号 

４１ 平成８年３月２８日 ８資庁第１８９３号 

４２ 平成８年６月２５日 ８資庁第６６５９号 

４３ 平成８年１２月２０日 ８資庁第１１８５０号 

別表 
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 認可年月日 認可番号 

４４ 平成９年６月２６日 平成０９・０６・１１資第７号 

４５ 平成１０年１２月１７日 平成１０・１１・２４資第３５号 

４６ 平成１１年７月９日 平成１１・０５・３１資第１１号 

４７ 平成１３年１月５日 平成１２・０８・３１資第１７号 

４８ 平成１３年２月２３日 平成１３・０２・１５原第１１号 

４９ 平成１３年３月３０日 平成１３・０３・２３原第８号 

５０ 平成１３年１０月２９日 平成１３・０９・１２原第３号 

５１ 平成１４年３月１８日 平成１４・０２・２５原第４号 

５２ 平成１４年９月２０日 平成１４・０８・２１原第１０号 

５３ 平成１４年１２月２０日 平成１４・１２・０４原第２号 

５４ 平成１５年５月９日 平成１５・０４・１０原第１８号 

５５ 平成１５年８月６日 平成１５・０６・２６原第３号 

５６ 平成１５年１１月７日 平成１５・０９・２４原第５号 

５７ 平成１６年５月２０日 平成１５・１２・１８原第１２号 

５８ 平成１６年８月３日 平成１６・０７・０９原第２１号 

５９ 平成１６年１０月１５日 平成１６・０９・２９原第３号 

６０ 平成１７年１月１１日 平成１６・１２・０１原第３号 

６１ 平成１７年１２月２０日 平成１７・１２・０６原第４号 

６２ 平成１８年２月２２日 平成１８・０１・３１原第１２号 

６３ 平成１８年６月１５日 平成１８・０５・２９原第２号 

６４ 平成１８年１１月１日 平成１８・１０・１８原第９号 

６５ 平成１９年４月２５日 平成１９・０４・０２原第５号 

６６ 平成１９年６月２２日 平成１９・０６・０１原第３０号 

６７ 平成１９年９月１８日 平成１９・０７・２７原第１３号 

６８ 平成１９年１２月１３日 平成１９・０９・２８原第３４号 

６９ 平成１９年１２月１３日 平成１９・１１・３０原第２７号 

７０ 平成２０年６月２３日 平成２０・０６・０２原第２７号 

７１ 平成２０年８月２２日 平成２０・０７・１１原第２０号 

７２ 平成２０年９月１９日 平成２０・０９・０１原第９号 

７３ 平成２０年１２月１２日 平成２０・１０・３１原第２０号 

７４ 平成２１年１月１９日 平成２０・１２・２２原第１８号 

７５ 平成２１年２月１３日 平成２１・０２・０３原第２４号 

７６ 平成２１年６月１９日 平成２１・０５・２９原第１号 

７７ 平成２１年１１月１８日 平成２１・１０・１４原第９号 

７８ 平成２２年２月２５日 平成２２・０１・２９原第１０号 

７９ 平成２２年６月２４日 平成２２・０５・３１原第４号 

８０ 平成２２年１２月１３日 平成２２・１０・０７原第２号 

８１ 平成２３年２月１６日 平成２３・０２・０１原第４号 

８２ 平成２３年４月５日 平成２３・０３・０２原第８号 

８３ 平成２３年５月６日 平成２３・０４・０６原第１５号 

８４ 平成２３年５月１１日 平成２３・０４・２２原第１２号 

８５ 平成２３年６月２９日 平成２３・０６・０６原第８号 

８６ 平成２４年９月６日 ２０１２０８１３原第３７号 

８７ 平成２５年５月８日 原管廃収第１３０２１２００１号 

８８ 平成２５年６月２８日 原管Ｂ発第１３０６２７２号 
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 認可年月日 認可番号 

８９ 平成２５年１２月２４日 原管Ｂ発第１３１２２４１号 

９０ 平成２６年２月２１日 原管廃発第１４０２１９２号 

９１ 平成２６年６月２５日 原規規発第１４０６２４４号 

９２ 平成２６年９月３日 原規規発第１４０９０２２号 

９３ 平成２６年１１月７日 原規規発第１４１１０６２号 

９４ 平成２７年６月１０日 原規規発第１５０６１０１号 

９５ 平成２８年２月３日 原規規発第１６０２０３１７号 

９６ 平成２８年３月２日 原規規発第１６０３０２４号 

９７ 平成２８年３月２４日 原規規発第１６０３２４１６号 

９８ 平成２９年３月２日 原規規発第１７０３０２１号 

９９ 平成２９年４月２７日 原規規発第１７０４２７１１号 

１００ 平成２９年８月１６日 原規規発第１７０８１６２号 

１０１ 平成３０年３月１２日 原規規発第１８０３１２８号 

１０２ 平成３０年８月２１日 原規規発第１８０８２１５号 

１０３ 令和元年９月３日 原規規発第１９０９０３４号 

１０４ 令和２年２月７日 原規規発第２００２０７２号 

１０５ 令和２年６月３日 原規規発第２００６０３７号 

１０６ 令和２年８月３１日 原規規発第２００８３１１号 

１０７ 令和３年３月３１日 原規規発第２１０３３１２号 

１０８ 令和４年５月２５日 原規規発第２２０５２５１号 

１０９ 令和４年１１月９日 原規規発第２２１１０９２号 

１１０ 令和５年６月１日 原規規発第２３０６０１２号 



 

 

別添（１） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（工事の計画及び実施） 

第１５条 廃止措置計画課長は，廃止措置計画に基づき，表１５－１に示す設備及び建屋の解体撤去工

事，表１５－１に示していない設備の解体撤去工事※１，表１５－２に示す設備及び建屋の汚染の除

去工事並びに汚染状況の調査※２を実施しようとする場合には，事前に工事による危険性を調査の上，

工事件名毎に，次の各号に掲げるもののうち必要な項目を記載した工事計画を作成し，関係する各

課長，廃止措置部長及び廃止措置主任者の確認を得た上で，所長の承認を得る。ただし，廃止措置計

画課長は，汚染の除去工事を廃止措置対象施設の解体撤去工事において実施する場合は，解体撤去

の工事計画に含めることができる。 

(1)～(7) ［略］ 

２～１０［略］ 

※１：表１５－１に示していない設備の解体撤去工事にあっては，所長が必要と判断する解体撤去工 

   事 

※２：原子炉本体の汚染の除去工事及び汚染状況の調査の実施の際に原子炉圧力容器等にかかる圧力

などを考慮の上，事前評価を行い，原子炉圧力容器等の健全性が維持できるよう工事計画を策定

する。また，原子炉圧力容器内の制御棒等を原子炉上部で移動する場合は，事前評価の結果に基

づき，原子炉ウエル水位をオーバーフロー水位付近に維持する。 

※３：［略］ 

※４：［略］ 

 

 

 

（工事の計画及び実施） 

第１５条 廃止措置計画課長は，廃止措置計画に基づき，表１５－１に示す設備及び建屋の解体撤去工

事，表１５－１に示していない設備の解体撤去工事※１，表１５－２に示す設備及び建屋の汚染の除

去工事並びに汚染状況の調査※２を実施しようとする場合には，事前に工事による危険性を調査の上，

工事件名毎に，次の各号に掲げるもののうち必要な項目を記載した工事計画を作成し，関係する各

課長，廃止措置部長及び廃止措置主任者の確認を得た上で，所長の承認を得る。ただし，廃止措置計

画課長は，汚染の除去工事を廃止措置対象施設の解体撤去工事において実施する場合は，解体撤去

の工事計画に含めることができる。 

(1)～(7) ［略］ 

２～１０［略］ 

※１：表１５－１に示していない設備の解体撤去工事にあっては，所長が必要と判断する解体撤去工 

   事 

※２：原子炉本体の汚染の除去工事及び汚染状況の調査の実施の際に原子炉圧力容器等にかかる圧力

などを考慮の上，事前評価を行い，原子炉圧力容器等の健全性が維持できるよう工事計画を策定

する。また，原子炉圧力容器内の制御棒等を原子炉上部で移動する場合は，事前評価の結果に基

づき，原子炉ウエル水位をオーバーフロー水位付近に維持する。 

※３：［略］ 

※４：［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

2/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

表１５－１－１(1) 第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備及び建屋（原 

子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設）（１号炉） 

 

※１：○は，第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備（原子炉領域周辺 

設備のうち，供用を終了した設備） 

△は，第２段階中に一部のみ解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備 

×は，第２段階中に解体撤去に着手しない設備 

－は，対象外 

※２：放射性物質による汚染のない地下建屋，地下構造物及び建屋基礎は，廃止措置対象施設 

から除く。 

 

表１５－１－１(2) ［略］  

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉本体 

炉心 燃料体，制御材，炉心支持構造物 × 

減速材及び 

反射材 
軽水 － 

原子炉圧力容器 原子炉圧力容器 × 

放射線遮へい体 

原子炉圧力容器外側の壁 × 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮へいプラグのみ解体撤去） 

 

△ 

原子炉建家外壁 × 

廃棄物処理建家外壁 × 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉格納施

設 

構造 

原子炉格納容器（ドライウェル，サプレッショ

ン・チェンバ） 

（ドライウェル・ヘッドのみ解体撤去） 

 

△ 

その他の 

主要な事項 

格納容器内ガス濃度制御系（可燃性ガス濃度制御

系，不活性ガス系） 
○ 

ドライウェル内ガス冷却装置 ○ 

格納容器冷却系 ○ 

原子炉建家常用換気系 × 

非常用ガス処理系 ○ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

表１５－１－１(1) 第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備及び建屋（原 

子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設）（１号炉） 

 

※１：○は，第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備（原子炉領域周辺 

設備のうち，供用を終了した設備） 

△は，第２段階中に一部のみ解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備 

×は，第２段階中に解体撤去に着手しない設備 

－は，対象外 

※２：放射性物質による汚染のない地下建屋，地下構造物及び建屋基礎は，廃止措置対象施設 

から除く。 

 

表１５－１－１(2) ［略］  

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉本体 

炉心 燃料体，制御材，炉心支持構造物 × 

減速材及び 

反射材 
軽水 － 

原子炉圧力容器 原子炉圧力容器 × 

放射線遮へい体 

原子炉圧力容器外側の壁 × 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮へいプラグ，機器搬入口の

遮へい壁のみ解体撤去） 

△ 

原子炉建家外壁 × 

廃棄物処理建家外壁 × 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉格納施

設 

構造 

原子炉格納容器（ドライウェル，サプレッショ

ン・チェンバ） 

（ドライウェル・ヘッド，サプレッション・チェ

ンバ，機器搬入口のみ解体撤去） 

△ 

その他の 

主要な事項 

格納容器内ガス濃度制御系（可燃性ガス濃度制御

系，不活性ガス系） 
○ 

ドライウェル内ガス冷却装置 ○ 

格納容器冷却系 ○ 

原子炉建家常用換気系 × 

非常用ガス処理系 ○ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，第

２段階中に解体撤去を

実施する又は解体撤去

に着手する設備を追

加） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

表１５－１－２(1) 第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備及び建屋（原 

子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設）（２号炉）  

 

※１：○は，第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備（原子炉領域周辺 

設備のうち，供用を終了した設備） 

△は，第２段階中に一部のみ解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備 

×は，第２段階中に解体撤去に着手しない設備 

－は，対象外 

 

表１５－１－２(2) ［略］  

［以下，略］ 

 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉本体 

炉心 燃料体，制御材，炉心支持構造物 × 

減速材及び 

反射材 
軽水 － 

原子炉圧力容器 原子炉圧力容器 × 

放射線遮へい体 

原子炉圧力容器外側の壁 × 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮へいプラグのみ解体撤去） 

 

△ 

原子炉建屋外壁 × 

廃棄物処理建屋外壁 × 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉格納施

設 

構造 

原子炉格納容器（ドライウェル，サプレッショ

ン・チェンバ） 

（ドライウェル・ヘッドのみ解体撤去） 

 

△ 

その他の 

主要な事項 

格納容器内ガス濃度制御系（可燃性ガス濃度制御

系，不活性ガス系） 
○ 

ドライウェル内ガス冷却装置 ○ 

格納容器冷却系 ○ 

原子炉建屋常用換気系 × 

非常用ガス処理系 ○ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

表１５－１－２(1) 第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備及び建屋（原 

子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設）（２号炉）   

 

※１：○は，第２段階中に解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備（原子炉領域周辺 

設備のうち，供用を終了した設備） 

△は，第２段階中に一部のみ解体撤去を実施する又は解体撤去に着手する設備 

×は，第２段階中に解体撤去に着手しない設備 

－は，対象外 

 

表１５－１－２(2) ［略］  

［以下，略］ 

 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉本体 

炉心 燃料体，制御材，炉心支持構造物 × 

減速材及び 

反射材 
軽水 － 

原子炉圧力容器 原子炉圧力容器 × 

放射線遮へい体 

原子炉圧力容器外側の壁 × 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮へいプラグ，機器搬入口の

遮へい壁のみ解体撤去） 

△ 

原子炉建屋外壁 × 

廃棄物処理建屋外壁 × 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 
解体 

区分※１ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

原子炉格納施

設 

構造 

原子炉格納容器（ドライウェル，サプレッショ

ン・チェンバ） 

（ドライウェル・ヘッド，サプレッション・チェ

ンバ，機器搬入口のみ解体撤去） 

△ 

その他の 

主要な事項 

格納容器内ガス濃度制御系（可燃性ガス濃度制御

系，不活性ガス系） 
○ 

ドライウェル内ガス冷却装置 ○ 

格納容器冷却系 ○ 

原子炉建屋常用換気系 × 

非常用ガス処理系 ○ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，第

２段階中に解体撤去を

実施する又は解体撤去

に着手する設備を追

加） 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

 

（不燃性雑固体廃棄物の保管区域の設定） 

第１５条の２ 解体撤去工事及び汚染の除去工事等により第２段階中に発生する放射性固体廃棄物のう

ち廃止措置計画に定める「Ｌ３」の不燃性雑固体廃棄物を保管する保管区域（以下「保管区域」と

いう。）は，添付－１に示す区域とする。また，保管区域の容量を表１５の２に示す。 

２ ［略］ 

 

表１５の２ 保管区域の容量 

項目 １号炉 ２号炉 合計 

容量 525 m３ 1,656 m３ 2,181 m３ 

 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第４３条 廃止措置工事課長及び発電指令課長は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，表４３－２に

示す排気筒等より放出するとともに，次の事項を管理する。 

(1) 排気口からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の３ヶ

月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。 

(2) 排気口における放射性物質（粒子状物質（コバルト６０））の放出量が，表４３－１に定める放

出管理目標値を超えないように努めること。 

２～４ ［略］ 

※１：［略］ 

※２：［略］ 

 

表４３－１ 放射性気体廃棄物の放出管理目標値（１号炉及び２号炉） 

項      目 放出管理目標値 

粒子状物質（コバルト６０） 3.7×108 Bq／年 

  

［以下，略］ 

 

 

（不燃性雑固体廃棄物の保管区域の設定） 

第１５条の２ 解体撤去工事及び汚染の除去工事等により第２段階中に発生する放射性固体廃棄物のう

ち廃止措置計画に定める「Ｌ３」の不燃性雑固体廃棄物を保管する保管区域（以下「保管区域」と

いう。）は，添付－１に示す区域とする。また，保管区域の容量を表１５の２に示す。 

２ ［略］ 

 

表１５の２ 保管区域の容量 

項目 １号炉 ２号炉 合計 

容量 約 65,500 m３ 約 86,100 m３ 約 151,600 m３ 

 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第４３条 廃止措置工事課長及び発電指令課長は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，表４３－２に

示す排気筒等より放出するとともに，次の事項を管理する。 

(1) 排気口からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の３ヶ

月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。 

(2) 排気口における放射性物質（粒子状物質（コバルト６０））の放出量が，表４３－１に定める放

出管理目標値を超えないように努めること。 

２～４ ［略］ 

※１：［略］ 

※２：［略］ 

 

表４３－１ 放射性気体廃棄物の放出管理目標値（１号炉及び２号炉） 

項      目 放出管理目標値 

粒子状物質（コバルト６０） 5.0×108 Bq／年 

  

［以下，略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置計画変更

認可申請書の反映 

（保管区域の拡張に

合わせ，保管区域の

容量を変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置計画変更

認可申請書の反映 

（廃止措置計画変更

認可申請書に合わ

せ，放射性気体廃棄

物の放出管理目標値

（１号炉及び２号

炉）を変更） 

 

 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

5/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

 

 

 

附  則（令和２５年１２月２４日     第 1312241号） 

（施行期日） 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，令和５年３月１３日付け本原浜岡発第１０

６号をもって変更認可を申請した浜岡原子力発電所１号原子炉廃止措置計画変更認可申請書及び

本原浜岡発第１０７号をもって変更認可を申請した浜岡原子力発電所２号原子炉廃止措置計画変

更認可申請書について，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

 

 

 

・附則第１条に施行期日

を規定 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

添付－１ 保管区域図 

 

添付－１ 保管区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域図から管理区域

の表示を削除し，保管

区域の表示のみに変

更） 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加するにあ

たり保管区域図内訳を

追加） 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

添付－１ 保管区域図 

 

添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域の拡張及び容量

を変更） 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域図から管理区域

の表示を削除し，保管

区域の表示のみに変

更） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

添付－１ 保管区域図 

 

添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域の拡張及び容量

を変更） 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域図から管理区域

の表示を削除し，保管

区域の表示のみに変

更） 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 
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変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

14/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

15/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

16/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

17/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

添付－１ 保管区域図 

 

添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域の拡張及び容量

を変更） 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域図から管理区域

の表示を削除し，保管

区域の表示のみに変

更） 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

18/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

添付－１ 保管区域図 

 

添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域の拡張及び容量

を変更） 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域図から管理区域

の表示を削除し，保管

区域の表示のみに変

更） 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 



 

浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定 変更前後比較表（第２編） 

19/19 

変 更 前 変 更 後 備  考 

（記載なし） 添付－１ 保管区域図 

 

 

・廃止措置計画変更認

可申請書の反映 

（廃止措置計画変更認

可申請書に合わせ，保

管区域を追加） 

 

 

 

 

 

 

「添付－１ 保管区域図」は，核物質防護に係る事項のため， 

 

公開できません。 


